
摂津市では、市内事業所の皆さまが経営に関する課題や悩みについて、相談をしていただける
ビジネスサポートセンターを開設しています。
業態転換への支援、新たな販路開拓、新製品開発の支援等、さまざまな相談にお応えいたしま

す。令和5年度（2023年度）からは、相談予約が取りやすいように相談の上限（年間6回）を定
めるとともに、相談者の事情に応じて開設日以外でも特別枠※にて、市内事業者の相談ニーズに
柔軟に対応します。女性経営者の方でも相談していただきやすいように女性専門家を配置し、ま
た、これから創業を考えている方でも気軽にご相談いただけるよう相談体制の充実を図っていま
す。
本センターでは、自社の強みや課題点、また、今後の創業に向けた計画等を整理していただく

ことから始めていきます。
また、本センターで新商品開発の指導を受け、商品開発を実現されました市内中小事業者は、

「新商品開発支援補助金」（上限10万円/補助率1/2）をご活用いただくことも可能です。
経営のお悩みがございましたら、是非一度、ご相談ください。

概要

相談方法

5．摂津ビジネスサポートセンター
〜経営に関する課題や悩みをご相談ください！〜

問合せ

摂津市 生活環境部 産業振興課 ☎06-6383-1362

場所・時間

南千里丘4－35 3階 ビジネスサポートセンター
毎週火曜日・木曜日（祝日、年末年始除く） 9時から17時まで
※別途、特別枠を設けています。

・電話（06－6170－6411）
・メール（ss-b-support@siren.ocn.ne.jp）
・ホームページ
のいずれかで相談を予約のうえ、センターへ来所ください。
相談時間 1回あたり90分間 （無料）

1       10時から11時30分まで
2       13時から14時30分まで
3       15時から16時30分まで

対象

摂津市内で事業を営んでいる法人・個人事業主

※業種は問いません。
今後市内で事業を志す方でも相談可能です。

センター連絡先

ビジネスサポートセンター ☎06-6170-6411
E-mail： ss-b-support@siren.ocn.ne.jp

ビジネスサポートセンター
ホームページ
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